
測定場所 測定高
1m

測定高
50cm

季美の森小学校 0.04 0.05

大網小学校 0.05 0.05

大網東小学校 0.04 0.04

瑞穂小学校 0.05 0.05

増穂小学校 0.05 0.05

増穂北小学校 0.07 0.08

白里小学校 0.07 0.07

大網中学校 0.06 0.05

測定場所 測定高
1m

測定高
50cm

増穂中学校 0.04 0.04

白里中学校 0.05 0.05

白里保育所 0.04 0.04

増穂保育所 0.04 0.04

大網幼稚園 0.05 0.05

瑞穂幼稚園 0.05 0.05

増穂幼稚園 0.04 0.04

白里幼稚園 0.04 0.04

大気（10月３日、７日測定） 単位：マイクロシーベルト/時

広告規格 大きさ 縦４.０㎝ × 横６.０㎝　４枠

発行予定部数
令和２年度版　２４，０００部
「家庭ごみの出し方（日本語版）」に掲載する。

掲載金額 １枠当たり２４，０００円

種　類 広告の大きさ
（縦×横）

印刷組数
（予定） 募集枠 予定価格

特　大 10cm×20cm 134,000組 １ 74,000円

大 10cm×15cm 129,200組 １ 72,000円

小 8cm×13cm 48,700組 １ 27,000円

11月のごみ収集日　          　ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ 問地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

地　区　名 ビン・
ガラス 金属類 カン ペットボトル 可燃ごみ　　　蛍光灯 乾電池

金谷郷（１区・２区・３区・４区・５区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より西
側地区）・餅木・大竹・季美の森南・大網（南町のうちJR東金線より西側地
区）・北吉田・桂山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋

6日㈬ 20日㈬  13日㈬    　　
27日㈬ 毎週㈮

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル（

マ
ー
ク
付
き
）は
祝
日
・
振
替
休
日
は
収

集
し
ま
せ
ん

毎週
(月)(水)
(金)

祝
日
・
振
替
休
日
も
通
常
通
り
回
収
を
行
い
ま
す

今
月
は
収
集
を
行
い
ま
せ
ん

今
月
は
収
集
を
行
い
ま
せ
ん

大網（笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島
区内町内会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・
福田のうち県道山田台大網白里線より北側地区）・県道山田台大網白里線よ
り北側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）・小西・養安寺・北横川・山口・みどりが
丘・上貝塚・清名幸谷・上貝塚柿餅入会地・上谷新田・富田（北）・富田（東）

7日㈭ 21日㈭ 14日㈭
28日㈭ 毎週㈭

永田・ながた野・小中（平沢）・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉（県道山田
台大網白里線より北側地区） 1日㈮ 22日㈮ 15日㈮

29日㈮ 毎週㈪ 毎週
(火)(木)(土)

大網（浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち
県道山田台大網白里線より南側地区）・金谷郷（JR東金線より東側地区）・仏
島・みやこ野・経田・駒込（15区のうちJR外房線より東側地区および大あみハ
イツ）・南飯塚・南横川・弥幾野・星谷（星谷・大網・駒込・仏島・富田）・県道山
田台大網白里線より南側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）・富田（南）・わらび台

5日㈫ 19日㈫ 12日㈫
26日㈫ 毎週㈫

毎週
(月)(水)
(金)

南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）・みずほ台（み
ずほ東自治会含む）・小中（小中・宮崎）・四天木・四天木甲・四天木乙・南今
泉（県道山田台大網白里線より南側地区）

8日㈮ 18日㈪ 11日㈪
25日㈪ 毎週㈬

毎週
(火)(木)
(土)

　
道
路
上
に
張
り
出
し
た
樹
木
の

枝
は
、道
路
を
狭
く
し
、通
行
の
妨

げ
に
な
る
だ
け
で
な
く
、交
通
標

識
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
を
隠
す
な
ど
、

見
通
し
を
悪
く
し
て
交
通
事
故
の

原
因
に
な
る
こ
と
も
あ
り
大
変
危

険
で
す
。道
路
上
の
枝
が
原
因
で

事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、樹
木

の
所
有
者
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
歩
行
者
・
通
行
車
両
の
安
全
を

守
り
、住
み
良
い
環
境
を
維
持
す

る
た
め
に
も
、
道
路
沿
い
に
土
地

を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
樹
木
の

伐
採
・
枝
切
り
な
ど
適
切
な
管
理

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
通
行
に
支
障
と
な
る
樹
木
の
枝

な
ど
を
発
見
し
た
方
は
、建
設
課

ま
た
は
山
武
土
木
事
務
所
に
連
絡

く
だ
さ
い
。

問〈
市
道
に
つ
い
て
〉

　建
設
課
管
理
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
５
０

　〈
県
道
に
つ
い
て
〉

　千
葉
県
山
武
土
木
事
務
所
維
持
課

　
☎
０
４
７
５（
５
４
）１
１
３
６

　
令
和
２
・
３
年
度
に
市
が
発
注

す
る
建
設
工
事
、
測
量
・
コ
ン
サ

ル
、
物
品
、
委
託
の
入
札
に
参
加

す
る
た
め
の
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
申
請
は「
ち
ば
電
子
調
達
シ
ス

テ
ム
」を
利
用
し
た
申
請
と
な
り

ま
す
。

▼
申
請
受
付
期
間
＝
11
月
29
日
㈮

17
時
ま
で

※

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ

び
ち
ば
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
財
政
課
契
約
管
財
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
１
２

　
労
働
保
険
は
、労
災
保
険
と
雇

用
保
険
の
総
称
で
す
。労
働
者
を

１
人
で
も
使
用
す
る
事
業
主
は
、

労
働
保
険
徴
収
法
に
よ
り
労
働
保

険
の
加
入
手
続
が
必
要
で
す（
農

林
水
産
の
事
業
の
使
用
労
働
者
５

人
未
満
の
個
人
事
業
を
除
く
）。

　
労
働
保
険
は
働
く
人
が
労
働
災

害
を
被
っ
た
時
、
失
業
し
た
時
に

所
定
の
保
険
給
付
を
行
う
制
度
で

す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
派

遣
労
働
者
に
つ
い
て
も
一
定
の
要

件
で
雇
用
保
険
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
未
手
続
事
業
の
事
業
主
は
至
急
、

加
入
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
千
葉
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
課

　
☎
０
４
３（
２
２
１
）４
３
１
７

　
東
金
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
０
４
７
５（
５
２
）４
３
５
８

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
千
葉
南

　
☎
０
４
３（
３
０
０
）８
６
０
９

　
11
月
は「
動
物
に
よ
る
危
害
防

止
対
策
強
化
月
間
」で
す
。
次
の

こ
と
に
注
意
し
て
、
動
物
に
よ
る

事
故
や
迷
惑
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

・
人
が
犬
に
か
ま
れ
る
事
故
が
、

平
成
30
年
度
は
県
内
で
１
４
０
件

発
生
し
て
い
ま
す
。

・
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
時
は
保

健
所
へ
届
け
出
し
、
か
ん
だ
犬
が

狂
犬
病
の
疑
い
が
な
い
か
ど
う
か

獣
医
師
の
検
診
を
受
け
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

・
犬
を
飼
う
場
合
に
は
、事
故
を

起
こ
さ
な
い
よ
う
な
し
つ
け
、
飼

い
方
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

・
公
園
な
ど
も
含
め
、犬
の
放
し

飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
散

歩
は
犬
を
制
御
で
き
る
人
が
、
短

い
引
き
綱
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

・
犬
は
来
訪
者
の
届
か
な
い
場
所

で
飼
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
門
や

玄
関
か
ら
犬
が
飛
び
出
さ
な
い
よ

う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
犬
の
登
録
と
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
接
種
は
、法
律
に
定
め
ら
れ

た
飼
い
主
の
義
務
で
す
。

・
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

糞
尿
や
鳴
き
声
に
よ
る
被
害
を
防

止
で
き
、感
染
症
等
の
危
険
か
ら

猫
や
人
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、地
域
猫
活
動
等
で
屋
外
に

い
る
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
世
話

を
す
る
場
合
に
は
、
特
に
過
度
の

ふ
れ
あ
い
は
避
け
、か
ま
れ
た
り

ひ
っ
か
か
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
犬
猫
合
わ
せ
て
10
頭
以
上
飼

う
場
合
、保
健
所
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
（
91
日
齢
未
満
の
犬
猫

を
除
く
）。

・
一
部
の
サ
ル
、
ヘ
ビ
な
ど
の
特

定
動
物
を
飼
う
場
合
は
、あ
ら
か

じ
め
保
健
所
長
の
許
可
が
必
要
で
す
。

・
ペ
ッ
ト
が
い
な
く
な
っ
た
ら
す

ぐ
探
し
、
保
健
所
、
警
察
、
動
物

愛
護
セ
ン
タ
ー
に
電
話
等
で
届
け

出
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
迷
子
札
を

つ
け
る
、
動
物
病
院
で
「
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
」
を
装
着
お
よ
び
登
録

す
る
な
ど
し
て
、
保
護
さ
れ
た
際

に
飼
い
主
が
わ
か
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

・
動
物
は
責
任
を
も
っ
て
最
後
ま

で
面
倒
を
み
ま
し
ょ
う
。
や
む
を

得
な
い
事
情
で
飼
え
な
く
な
っ
た

場
合
は
、
新
し
い
飼
い
主
を
探
し

て
く
だ
さ
い
。
保
健
所
・
動
物
愛

護
セ
ン
タ
ー
で
は
飼
い
主
探
し
を

お
手
伝
い
し
ま
す
。

・
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
、
定

期
的
に
「
犬
の
飼
い
方
・
し
つ
け

方
教
室
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
動
物
愛
護
や
し
つ
け

方
、動
物
由
来
感
染
症
な
ど
に
つ

い
て
、
学
校
、地
域
の
勉
強
会
に

講
師
を
派
遣
し
ま
す
。

問
山
武
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
　   

　
☎
０
４
７
５（
５
４
）０
６
１
１

　
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
　
　
　

　
☎
０
４
７
６（
９
３
）５
７
１
１

　
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
東
葛
飾
支
所

　
☎
０
４（
７
１
９
１
）０
０
５
０

●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝11月21日㈭13時～16時・中央公民館
消費生活相談＝毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時～12時、13時～16時
　　　　　　　中央公民館（祝日を除く）
　　　　　　　※消費生活相談電話＝☎0475（70）0344
交通事故巡回相談＝11月14日㈭10時～12時、13時～15時・
　　　　　　　　　中央公民館
問地域づくり課市民協働推進班　☎0475（70）0342
●社会福祉協議会から　
心配ごと相談＝第2、第4㈪13時～16時（電話相談可）
法律相談＝第2～4㈬13時～16時
税務相談＝第2㈫13時～16時
心の相談＝第2㈮9時～15時
問・会場 社会福祉協議会  ☎0475（70）1122（相談専用）
●山武健康福祉センター（山武保健所）から　
腸内細菌検査＝毎週㈫9時～11時　
エイズ検査＝11月14日㈭、28日㈭13時～14時
親と子の心の相談＝11月７日㈭14時～15時、
　　　　　 　　　15時～16時
精神保健福祉相談＝11月6日㈬・20日㈬
　　　　　　　　　14時30分～16時30分
　　　　　　　　　11月13日㈬・27日㈬14時～16時
ＤＶ相談＝電話相談　☎0475（54）2388
　　　　　祝日・年末年始を除く㈪～㈮9時～17時
　　　　  来所相談　祝日を除く毎週㈪9時～17時
障害者差別相談＝電話相談　☎0475（54）3556
　　　　　　　　祝日を除く㈪～㈮9時～17時
問・会場 山武健康福祉センター（山武保健所）  ☎0475（54）0611
●税理士による無料相談
日時・会場＝11月6日㈬・20日㈬10時～15時・東金商工会館
問千葉県税理士会東金支部　☎0475（50）6322（予約＝9時～
12時）
●ナイター無料法律相談
（登記・多重債務・成年後見・相続・裁判などについて）
日時・会場＝毎月第2㈫18時～21時・東金市中央公民館
問千葉司法書士会つくも支部／担当 杉田 ☎0475（53）3200
●労災職業病なんでも相談会
日時・会場＝11月30日㈯13時～16時・千葉市中央コミュニティ
　　　　　センター
問千葉中央法律事務所　☎043（225）4567
●暮らしのお悩み相談会
日時＝11月７日㈭・21日㈭９時～12時・中央公民館２階談話室
※予約制。当日の電話でも調整します。
申・問大網白里市生活相談センターリンクサポート／長谷川
　☎0475（72）5439（予約＝8時30分～17時30分）

相談コーナー ＝要予約予

予
予

予

予

予

予

予

予
予

予

予

◇休日窓口開庁日
11月24日㈰８時30分～17時15分
◇夜間窓口開庁日
11月７日㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭17時15分～20時
※マイナンバーカードの交付は19時まで。
◇住基ネット機器更改に伴い住基ネットの業務
が停止します
11月15日㈮から18日㈪まで住基ネットに関する
手続きはご利用できませんので、あらかじめご了
承ください。
〈停止業務〉
①マイナンバーカードの交付・申請書発行・券面
事項の変更
②マイナンバーカードを利用した特例転入・転出
③電子証明書の発行
④広域交付住民票の申請・交付
問市民課市民班　☎０４７５（７０）０３４０

市民課窓口
11月の休日・夜間開庁日
証明発行・印鑑登録
マイナンバーカード交付

　12月２日㈪は、国民健康保
険税第５期の納期限です。納
税には便利な口座振替をご
利用ください。
◇休日窓口開設（市税）
▶日時＝11月24日㈰
　　　　９時～15時
▶場所＝税務課
▶内容＝市税の納付およ
び納税相談

※納付は納付書を持参くだ
さい。（お釣りのないよう
にお願いします）

問税務課滞納整理班
　☎0475（70）0323

今月の納税

　
農
業
者
年
金
制
度
は
、農
業
者

の
老
後
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向

上
に
加
え
、
担
い
手
を
確
保
す
る

と
い
う
目
的
を
併
せ
持
つ
年
金
で
す
。

　
積
立
方
式
の
た
め
、加
入
者
数

な
ど
に
影
響
さ
れ
に
く
い
長
期
的

に
安
定
し
た
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
制
度
の
特
徴
と
メ
リ
ッ
ト
〉

◇
農
業
者
の
方
な
ら
広
く
加
入
で

き
ま
す

　
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す

る
60
歳
未
満
の
方
で
、国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
の
方（
国
民
年

金
の
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除
く
）

で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
加
入
で

き
ま
す
。

◇
少
子
高
齢
時
代
に
強
い
積
立
方

式
・
確
定
拠
出
型
の
年
金
で
す

　
自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ

の
運
用
益
に
よ
り
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
決
ま
る
積
立
方
式
・
確

定
拠
出
型
で
す
の
で
、少
子
高
齢

時
代
で
も
非
常
に
安
定
的
な
財
政

方
式
の
年
金
で
す
。毎
年
度
の
積

立
・
運
用
の
状
況
は
農
業
者
年
金

基
金
か
ら
全
て
の
加
入
者
に
個
人

ご
と
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
保
険
料
は
自
由
に
決
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す

・
保
険
料
は
月
額
２
万
円
か
ら
６

万
７
千
円
ま
で
の
間
で
、
千
円
単

位
で
自
由
に
決
め
ら
れ
、経
営
状

況
や
家
計
の
状
況
に
応
じ
て
い
つ

で
も
見
直
せ
ま
す
。

◇
終
身
年
金
で
80
歳
前
に
亡
く
な

ら
れ
た
場
合
は
、死
亡
一
時
金
が

あ
り
ま
す

　
年
金
は
終
身
受
給
で
き
ま
す
。

加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
前
に
亡

く
な
っ
た
場
合
は
、
死
亡
し
た
翌

月
か
ら
80
歳
到
達
月
ま
で
に
受
け

取
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
農
業
者
老

齢
年
金
の
、死
亡
時
の
現
在
価
値

相
当
額
が
、死
亡
一
時
金
と
し
て

遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

◇
税
制
面
の
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す

　
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
控

除
の
対
象
で
、
支
払
わ
れ
る
年
金

に
も
公
的
年
金
等
控
除
が
適
用
さ

れ
ま
す
。死
亡
一
時
金
は
非
課
税

で
す
。農
業
者
年
金
基
金
が
保
険

料
を
運
用
し
て
得
ら
れ
る
収
益

（
保
険
料
の
運
用
益
）
も
非
課
税

で
す
。

◇
保
険
料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す

　
国
庫
補
助
を
受
け
る
に
は
認
定

農
業
者
で
青
色
申
告
者
等
の
一
定

の
要
件
が
必
要
で
す
。

申
・
問
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
９
３

労
働
力
調
査
へ
の
ご
回
答
を

　
総
務
省
統
計
局
と
千
葉
県
で
は
、

毎
月
、労
働
力
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。こ
の
調
査
は
、国
の
経
済

政
策
や
雇
用
対
策
な
ど
の
基
礎
資

料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
重

要
な
調
査
で
、総
務
省
が
毎
月
公

表
し
て
い
る
「
完
全
失
業
率
」
は
、

こ
の
調
査
を
も
と
に
発
表
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
調
査
員

が
伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
回
答

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
対
象
＝
み
や
こ
野
１
丁
目

地
区
の
一
部
の
世
帯

▼
調
査
期
間
＝
11
月
〜
令
和
２
年

３
月（
準
備
調
査
１
か
月
、本
調
査

４
か
月
）

※

調
査
員
は
千
葉
県
知
事
発
行
の

　
調
査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

問
千
葉
県
総
合
企
画
部
統
計
課

　
☎
０
４
３（
２
２
３
）２
２
２
０

　
11
月
15
日
㈮
か
ら
令
和
２
年
２

月
15
日
㈯
ま
で
の
期
間
、狩
猟
が

解
禁
と
な
り
ま
す
。

　
狩
猟
者
の
皆
さ
ん
は
、地
域
住

民
の
迷
惑
と
な
ら
な
い
よ
う
関
係

法
令
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
安
全
の

確
保
に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
野
外
で
活
動
す
る
方
は
、目
立

つ
服
装
を
し
た
り
、
ラ
ジ
オ
な
ど

音
の
出
る
物
を
携
行
す
る
な
ど
、

安
全
対
策
の
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
山
武
地
域
振
興
事
務
所
地
域
環

境
保
全
課

☎
０
４
７
５（
５
５
）３
８
６
２

千
葉
県
環
境
生
活
部
自
然
保

護
課
狩
猟
班

　
☎
０
４
３（
２
２
３
）２
９
７
２

　
古
い
家
電
製
品
を
使
い
続
け
る

と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
無
駄
に
繋
が

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
省
エ
ネ
型

の
製
品
に
替
え
る
と
、
電
気
代
や

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
削
減
で
き
ま
す
。

　
九
都
県
市
首
脳
会
議
環
境
問
題

対
策
委
員
会
で
は
、
自
宅
の
エ
ア

コ
ン
ま
た
は
冷
蔵
庫
を
省
エ
ネ
型

の
製
品
に
買
い
替
え
て
応
募
し
た

方
の
中
か
ら
抽
選
で
賞
品
が
当
た

る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
中
で
す
。

▼
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
＝
12
月
31
日

㈫
ま
で

問
九
都
県
市
省
エ
ネ
家
電
買
替
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局
関
東
図
書
㈱
内

　
☎
０
４
８（
８
６
２
）２
９
０
１

　
ご
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
ご
み

に
つ
い
て
、
ご
み
出
し
の
ル
ー

ル
・
マ
ナ
ー
違
反
に
関
す
る
ご
相

談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
ご
み
を
出
す
と
き
は
、近
所
の

方
の
迷
惑
と
な
ら
な
い
よ
う
、
ご

み
出
し
ル
ー
ル
を
し
っ
か
り
と
守

り
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、ご
み
は
必
ず
収
集
日
の

朝
８
時
ま
で
に
集
積
所
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。
収
集
後
に
出
さ
れ
た

ご
み
は
、収
集
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班
　

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
８
６

　住宅用省エネルギー設備等を設置した方に、予算の範
囲内で設置費用の一部を補助します。対象の方は申請く
ださい。
▶申込締切＝令和２年３月４日㈬まで
※市役所閉庁日を除く。
※予算額に達し次第締め切り。
▶対象
・太陽光発電システム
（最大出力１ｋＷあたり２万円、上限９万円）
・定置用リチウムイオン蓄電システム（上限10万円）
①一定の要件を満たした太陽光発電システム等を設置し
た住宅（本市内の区域内の住宅であって、居住部分の面
積が２分の１以上である併用住宅を含み、賃貸住宅・集
合住宅を除く）に自ら居住し、本市の住民基本台帳に記
録されている者であること。
②対象となる太陽光発電システムの設置工事に係る着工
日が、平成31年４月１日以降であること（太陽光発電シ
ステム等の設置工事に着工する前日までに建築工事が完
了していること）。
③世帯全員が市税を滞納していないこと
※そのほかにも要件がありますので、必ず申請前にご確
認ください。
▶申請方法＝太陽光発電システム等の設置後に、所定の
交付申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて
申請してください（郵送不可）。
　詳細は問い合わせください。
申・問地域づくり課環境対策班
　☎０４７５（７０）０３８６

住宅用省エネルギー設備等設置費の補助

　市では、令和２年度発行分の「家庭ごみの出し方」に広告を掲載する、広告主
を募集します。
▶広告の規格等
・広告内容は、各企業・事業者の宣伝に関するもの
・広告の掲載位置は、「家庭ごみの出し方」６ページ下段（最終ページ）
・広告の色は、カラーまたは単色
・広告規格、発行予定部数および掲載金額は下表のとおり
・申込多数の場合は、抽選とし、抽選順位で左から右へ順に並べて配置する
※掲載枠が満たない場合も、抽選順位により同様に配置します。
・広告枠は、１事業者につき１枠。ただし、応募数が掲載枠に満たない場合は、
複数の掲載枠を使用できるものとする
▶募集期間＝11月1日㈮～22日㈮（㈯・㈰、祝日を除く）
▶募集対象者＝市内に事業所、店舗等を有する事業者
▶申込方法＝「広告掲載申込書」に必要事項を記入し、書類を添付の上、地域づ
くり課に提出（郵送不可）
※詳細は大網白里市有料広告掲載要綱等をご確認ください。
▶提出書類＝広告掲載申込書、広告記載（案）※デザインがわかるもの
問地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

大網白里市家庭ごみの出し方（令和２年度版）に
有料広告を掲載してみませんか

市指定可燃ごみ袋外装袋に
有料広告を掲載してみませんか

　市では、可燃ごみ用指定袋包装用外装袋（令和２年度製造分）に広告を掲載する広告主を募
集します。
▶規格等
・広告内容は、各企業・事業者の宣伝に関するもの
・広告の掲載位置は、外装袋の表面とする
・広告の印刷色は黒１色とする
・掲載期間は、可燃ごみ用指定袋（令和２年度製造分）が販売開始される時から売り切れるま
で（店頭販売は前年の在庫終了後となりますのでご了承ください）。
・広告の規格、印刷予定組数、枠数及び予定価格は下表のとおりとし、申請にあたっては予定
価格を下回らないことを条件とする
※印刷組数については、増減する場合がありますのでご了承ください。
・申込多数の場合は、より高い価格を提示した企業・事業所を選定します。
　また、申込金額が同額の場合は抽選により企業・事業所を決定します。
▶募集期間＝11月１日㈮～22日㈮（㈯・㈰、祝日を除く）
▶対象＝市内に事業所、店舗等を有する事業者
▶申込方法＝「広告掲載申込書、希望枠用紙」に必要事項を記入し、地域づくり課に提出（郵
送不可）　※詳細は大網白里市有料広告記載要綱等をご確認ください。
▶提出書類＝広告掲載申込書および希望枠用紙、広告記載（案）※デザインがわかるもの
問地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

　放射線量１時間当たり０．２３マイクロシーベルト以上（測定高
１m）が放射性物質の除染を必要とする国の基準です。

市内の放射線量測定結果

問地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

情
報
コ
ー
ナ
ー

情
報
コ
ー
ナ
ー

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

道
路
上
に
張
り
出
し
た
樹
木

の
枝
払
い
に
ご
協
力
を

令
和
２
・
３
年
度
の
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
受
付
を
実
施

11
月
〜
12
月
は
「
労
働
保
険

適
用
促
進
強
化
期
間
」

動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対
策

強
化
月
間

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

令
和
元
年
度
の
狩
猟
解
禁

ご
み
の
出
し
方
に
注
意
を

九
都
県
市
省
エ
ネ
家
電
買
替

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
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